
 

令和２年５月２８日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会   

 

学校再開後の教育活動について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に向けた様々な対応への御理解・御協力をいただきありが

とうございます。この度、６月１日（月）に学校が再開されることとなり、今後の学校の対応

について正式に決まりましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 段階的な登校について 

（１）５月２５日（月）から５月２９日（金）までは、プリントやｅライブラリを活用した

家庭学習の他、各学年について、少人数による分散登校又は時差登校を設定します。 

（２）６月１日（月）以降は、少人数による分散登校又は時差登校を実施し、段階的に日数

や時数を増やしていきます。なお、プリントやｅライブラリを活用した家庭学習も並

行して行います。 

（３）給食は、小学校については６月１５日（月）から、中学校については６月１０日（水）

からの実施を予定しています。給食開始以降は、通常どおりの登校となります。 

※ 分散登校又は時差登校の日程及び実施学年、登下校の時間や朝学習等の実施の詳細

については、各学校からの通知をご覧ください。 

 

２ 子供たちの学びの時間の確保について 

４月当初からの臨時休業に伴い、様々な方法を駆使しても予定されていた今後の登校日

だけでは、十分な授業時数を確保することは困難となる見込みです。そこで、授業時数の

確保に向けて、朝学習等の実施及び夏休みの短縮並びに土曜授業日の増設を行います。 

（１）６月１５日（月）以降を目安として、順次朝学習等（短い時間を活用して行う指導）

を実施します。 

（２）夏季休業中を授業日として設定します。 

ア ７月２１日（火）から８月７日（金）までの土日祝日を除く１２日間 

イ ８月２４日（月）から８月２６日（水）までの３日間 

ウ ２、３学期において第３土曜日以外の祝日を除く土曜日のうち、月曜日を振替 

休業としない午前授業を、月一回程度、行います。また、土曜授業日を行う際に月

曜日を振替休業日としていたものについては、月曜日を振替休業日としないこと

とします。 

    ※ 学校の状況によっては、夏季休業中や土曜の授業日の対応が異なることがあり

ます。 

 （３）家庭学習の充実について引き続きのご協力をお願いします。 

これまでの臨時休業期間において、子供たちの家庭学習の取組への言葉がけ等を各

ご家庭で行っていただきありがとうございました。今後も子供たちが学力の定着のた

め、家庭学習の取り組みを続けられるようご協力を願いします。 

 



３ 子供たちの心のケアについて 

学級担任や学年の教員、養護教諭等を中心としてきめ細かな健康観察等を行い、子供た

ち心身の状況を的確に把握します。そして、必要に応じて、健康相談等を実施したり、個人

面談を行ったりする他、スクールカウンセラー等による面接や支援を行えるようにします。 

 

４ 水泳実技学習の中止について 

小学校 体育・中学校 保健体育における水泳の実技指導については、今年度は行わな

いこととします。ただし、水泳の事故防止に関する心得については、指導を行います。 

 

５ 校庭開放及び部活動について 

  ６月８日（月）からの週までは、小・中学校で校庭開放を実施します。また、中学校の部

活動は行いません。部活動は、全校生徒が登校するようになった後の６月１５日（月）以

降に、３つの条件が重ならないように実施内容や方法を工夫して開始します。ただし、お

子様に発熱等の風邪症状が見られる時は、部活動を欠席させ、自宅にて休養させてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

 教育部 指導室 指導主事 

電 話 ０４２－４７０－７７８１ 



２東久教教学発第３１号 

令和２年５月２７日 

 

東久留米市立小中学校長 各位 

 

東久留米市教育委員会 

教育長 園 田 喜 雄 

 

 

学校の再開について（通知） 

 

 

 表題の件について、令和２年５月７日付２東久教教学発第１７号「新型コロナウイルス感

染症にかかる予防のための臨時休業について（通知）」において、学校保健安全法（昭和３

３年法律第５６号）第２０条に基づき、市内の全小中学校を令和２年５月３１日（日）まで

の期間、臨時休業することとしておりましたが、この度令和２年６月１日（月）より学校を

再開することといたしますので改めて通知いたします。 

なお、学校再開の取扱いについては、別途通知いたします。 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和２年５月２２日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会指導室   

 

今後の学校再開後の見通しについて 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に向けた様々な対応への御理解・御協力をいただきありがとう

ございます。５月３１日（日）までの臨時休業後の学校再開については、今後、国の緊急事態宣

言や都の動向を踏まえて正式に決定いたしますが、学校が再開される場合の学校の対応について、

下記のとおり想定していますので、登校に向けたご準備をお願いします。詳細については後日正

式に案内します。今後の緊急事態宣言の動向によっては、変更する場合がありますのでご承知お

きください。 

 

記 

 

１ 段階的な登校について 

（１）５月２５日（月）から５月２９日（金）までは、プリントやｅライブラリを活用した家庭

学習の他、各学年について、少人数による分散登校又は時差登校を設定します。 

（２）６月１日（月）以降は、少人数による分散登校又は時差登校を実施し、段階的に日数や

時数を増やしていきます。なお、プリントやｅライブラリを活用した家庭学習も並行して

行います。 

（３）給食は、小学校については６月１５日（月）から、中学校については６月１０日（水）か

らの実施を予定しています。給食開始以降は、通常どおりの登校となります。 

（４）小・中学校とも、授業時数確保のために、順次、朝学習等（短い時間を活用して行う指

導）を実施します。 

※ 分散登校又は時差登校の日程及び実施学年、登下校の時間や朝学習等の実施の詳細につ

いては、各学校からの通知をご覧ください。 

 

２ 授業日の確保について 

４月当初からの臨時休業に伴い、様々な方法を駆使しても予定されていた今後の登校日だけ

では、十分な授業時数を確保することは困難となる見込みです。そこで、授業時数の確保に向

けて、夏休みの短縮及び土曜授業日の増設について検討していきます。 

 

３ 家庭学習について 

これまでの臨時休業期間において、子供たちの家庭学習の取組への言葉がけ等を各ご家庭で

行っていただきありがとうございました。子供たちの学力の定着のため、今後も家庭学習を充

実させていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

【担当】 

 教育部 指導室 指導主事 

電 話 ０４２－４７０－７７８１ 



令和２年５月１５日 
 

東久留米市立小・中学校保護者 様 
 

東久留米市教育委員会 
 

モバイルルーターとタブレット端末の貸出しについて 
 
 日頃より、本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 
 児童・生徒の家庭におけるオンライン学習を支援するために、本市でもモバイルルーター
を各学校に配備することとなりました。 
 つきましては、市内全小中学校において次のように対応いたします。 
 
 
１ 学校からの貸出物 

（１）タブレット・モバイルルーターセット  ３０セットまで 
セット内容：児童・生徒用タブレット端末、タブレット用電源アダプター、マウ 

ス、モバイルルーター、ＵＳＢケーブル 
（２）モバイルルーターセット  １５セットまで 

セット内容：モバイルルーター、ＵＳＢケーブル 
 
２ 貸出し期間 
  令和２年５月１８日（月）午後～５月３１日（日） 
  ※ 緊急事態宣言に伴う臨時休業によって、延期する場合があります。 
  ※ 準備の整った学校から貸出しを行います。貸出し開始日については、各学校にお問

い合わせください。 
  ※ 南町小学校はルーターの設定日が５月２０日（水）のため、貸し出し開始日は５月 
    ２１日（木）からになります。  
 
３ 貸出し対象 
  ・インターネットの通信環境が整っていない家庭 

・インターネットのデータ通信量に上限があり、長時間利用することができない家庭 
 
４ 貸出しから返却まで 

（１）貸出しを利用する場合、保護者から学校へ連絡をしていただき、学校へ取りに行
く日時を決めてください。 

（２）学校へ取りに行くときは、「モバイルルーター等借用申請書」を学校ホームページ
からダウンロードし、記名・押印をしていただくか、もしくは印鑑を持参してくださ
い。 

（３）貸出期間が終了しましたら、速やかに学校に返却をお願いします。返却の際に、
「モバイルルーター等借用申請書」を学校からお返しします。 

 
５ お願い 

（１）別紙の「タブレット端末とモバイルルーター活用のルール」について、お子様とよ
くご確認のうえ、家庭でのインターネットを活用した学習を行ってください。 

（２）ルーターのデータ通信量が３日間で４．５ギガバイトを超えると反応が遅くなり
ます。４日目には元通りに使用できます。 

（３）貸出す物は、耐水性ではありません。水や飲み物で濡れることのないようにして
ください。 

（４）ご不明な点がありましたら、担当までご連絡ください。 
（５）貸し出し可能な機器の台数には限りがあります。希望者が多い場合には、期間の

短縮や学校での使用など、調整する場合があります。 
 
 

【担当】 
 市役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 
〔機器取扱に関すること〕 教育総務課経理係（内線 ４９０９） 
〔学習内容に関すること〕 指導室指導主事（内線 ３１３１） 





月～金曜 
8:30～9:00
月～金曜 
8:30～9:00
14:56～14:5814:56～14:58
出演 : 小林よしひさ（ＭＣ）、東京都教育庁職員、都内公立学校教員 ほか 企画構成　東京都教育委員会



令和２年５月８日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染症対策における今後の学校の対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に向けた様々な対応への御理解・御協力をいただきありがと

うございます。この度、市立小・中学校では、臨時休業を５月３１日（日）まで延長すること

といたしました。つきましては、５月１１日（月）以降について、下記のように対応します。 

 

記 

 

１ 登校日について 

 各学校は、５月１１日（月）から１５日（金）までの間に、お子様の様子を確認すること

及び家庭学習用の課題を配付することを目的として、学年別に１回の登校日を設定します。

複数の学年の登校日が同日となる場合は、学年ごとに登校時間に差を設けるなどにより、一

斉に登校することがないようにします。また、登校した際の各教室の児童・生徒の入室人数

を２０人以内とし、座席の間隔を十分とるようにします。ご家庭におかれましては、登下校

時や学校内において、友達との距離を十分にとるようお子様にお話しください。登校日時や

持ち物等については、各学校からのお知らせをご覧ください。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点から、欠席をしても欠席扱いとはしません。なお、欠席された場

合は、登校日以降に担任等から電話等による連絡をします。 

 

２ 児童・生徒の家庭学習等の充実について 

（１）家庭学習用の課題の配布に当たっては、お子様が計画的に学習できるよう、１日のス

ケジュールや１週間の見通しをもてる資料を併せて配付していますので、参考にしてく

ださい。なお、お子様が家庭学習をする中で質問や疑問が出てきた場合は、学校にお問

合せいただけます。 

 （２）お子様に、インターネットを使用して活用する児童・生徒の学習ドリルソフト「ｅラ

イブラリ」にて学習をさせてください。ログインＩＤ及びパスワードは、学校からお知

らせします。なお、現在、東久留米市教育委員会は、ご家庭においてＩＣＴを活用した

学習を行うことができない児童・生徒宅を対象として、タブレット端末及びモバイルル

ーターの貸出しを行う準備を進めております。 

 （３）５月以降に家庭学習用として課題となった内容については、一部、参考資料として１

学期の学習評価に反映することもあります。 

 

３ 補習教室及び個別面談等の実施について 

（１）家庭学習及び学習内容の状況や学習ドリルソフトｅライブラリの実施状況の確認を通

して対面での指導が必要となる児童・生徒については、午前８時３０分から１１時３０

分までの必要な時間に補習教室を行います。ただし、状況によっては、補習教室を午後

に実施することもあります。小集団による補習教室を実施する場合は、一つの集団の人

数を１０人以内として行います。 

（２）学校が必要と判断した場合や保護者からの特別な申し出があった場合は、短時間での

児童・生徒や保護者との個別面談や家庭訪問を実施します。 

 



４ 電話による児童・生徒の状況確認について 

  １週間に１回程度、児童・生徒の心身の健康状態を把握するため、電話等による確認を行

います。 

 

５ 校庭開放について 

実施しません。 

 

６ 授業日の確保に向けた取組について 

４月当初からの臨時休業に伴い、今後、学校が再開されても国で定められている標準授業

時数を確保することは困難となる見込みです。そこで、全市立小・中学校において、次のよ

うにして授業時数の確保に向けて努めていきます。 

 （１）学校行事等の精選を行います。「運動会」「学芸会・学習発表会」「展覧会」「合唱コン

クール」について、原則として中止します。ただし、各学校で創意工夫し縮小するなど

して取り組む場合はこの限りではありません。 

（２）６月１日（月）から学校が再開となった場合、朝学習等（短い時間を活用して行う指

導）を実施します。これに伴う時程の変更については、各学校からのお知らせをご覧く

ださい。 

（３）土曜日や夏季休業日を授業日とすることについては、現在、検討を行っています。 

 

７ その他 

 （１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教職員にはマスクを着用することを推奨

しております。 

 （２）やむを得ない場合に限り、学校にご連絡をいただければ、次の対象となるお子様を午

前８時３０分から午前１１時３０分までお預かりします。 

ア 小学校１年生から３年生までの児童 

イ 福祉サービス等の対象となっている小・中学生 

ウ 家庭においてＩＣＴを活用した学習を行うことができない小・中学生 

      ※ 各学校に配備されているタブレット端末を学校が指定する教室で使用する

ことができます。 

 （３）万一ご家庭内で新型コロナウイルスに感染された方が出た場合は、学校にお知らせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

 教育部 指導室 指導主事 

電 話 ０４２－４７０－７７８１ 

  



令和２年４月２４日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会 

 

５月７日、８日の市立小・中学校の対応について 

 

 日頃より、本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

現在、各校においては、新型コロナウイルス感染症の対応として５月６日まで臨時休業を実施

しているところです。 

５月７日以降の本市の学校の対応については国の緊急事態宣言の動向や都知事の要請内容を踏

まえて決定しますが、５月７日は大型連休の翌日であり、事前に保護者の皆様に十分な周知を行

うことが難しい状況です。こうした状況から、当面、５月７日、８日については、東京都教育委

員会の方針を踏まえ、下記のように対応いたします。 

 

記 

 

１ ５月７日、８日について 

  各校において児童・生徒を登校させない日とします。 

 

２ 今後について 

今後の対応については、５月８日までに別途お知らせします。なお、緊急事態宣言が解除さ

れなかった場合には、５月１１日の週に登校日を設定することを考えております。詳細につい

ては、学校からのお知らせや市のウェブページをご覧いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

 役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 

 指導室指導主事   内線 ３１３１ 
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土日祝日 9:00～17:00       電話 ０３－３３６６－４１５２ 
（年末年始を除く）   聴覚言語障害者相談 FAX ０３－３３６６－６０３６ 
６ 
 
                   
 

 

 

 

 

話
はな

してみなよ-東京
とうきょう

子供
こ ど も

ネット- 
平  日 9:00～21:00     フリーダイヤル   はなして   みなよ 
土日祝日 9:00～17:00     電話 ０１２０－８７４－３７４ 
（年末年始を除く）   
           
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤング・テレホン・コーナー （警
けい

視
し

庁
ちょう

少
しょう

年
ねん

相
そう

談
だん

室
しつ

）２４時間対応 
月曜日から金曜日まで（8：30～17：15）は、専門の担当者（心理職及び警察官）

が対応、夜間及び土日祝日は宿直の警察官が対応 電話 03－3580－4970 

（子供
こ ど も

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

専門
せんもん

相談
そうだん

事業
じぎょう

） 

こころの電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

室
しつ

    

月～木 9:30～11:30、13:00～16:30 （東
とう

京
きょう

都
と

立
りつ

小
しょう

児
に

総
そう

合
ごう

医
い

療
りょう

センター） 

（金土日祝日、年末年始を除く）     電話 042-312-8119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころの電話
で ん わ

相談
そうだん

 
平 日 9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く。）※各センターとも同じ 
 
 
              

 
 
 
              
多摩地域（23 区、島しょ地域以外） 

で ん  わ し  ん  せ  つ  はなし 

こ ま そ  う  だ  ん 

（東
とう

京
きょう

都
と

立
りつ

中
ちゅう

部
ぶ

総
そう

合
ごう

精
せい

神
しん

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

センター） 

東久留米市 

（令和２年４月版） 

子供
こ ど も

の行動
こうどう

や心
こころ

の発達
はったつ

等
とう

に関する
かん    

相談
そうだん

 

いじめ、体罰
たいばつ

、虐待
ぎゃくたい

等
とう

の子供
こ ど も

の人権
じんけん

侵害
しんがい

に関する
かん    

相談
そうだん

 

学校
がっこう

、子
こ

育て
そだ  

等
とう

、子供
こ ど も

に関する
かん    

相談
そうだん

全般
ぜんぱん

 

非行
ひ こ う

、いじめ、不登校
ふとうこう

、犯罪
はんざい

被害
ひ が い

等
とう

に関する
かん    

相談
そうだん

 

心
こころ

の健康
けんこう

に関する
かん    

相談
そうだん

 

いじめの問題
もんだい

やその他
た

の子供
こ ど も

に関する
かん    

相談
そうだん

全般
ぜんぱん

 

港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区        
電話 ０３－３３０２－７７１１ 

 （東
とう

京
きょう

都
と

立
りつ

精
せい

神
しん

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

センター） 

（東京
とうきょう

都立
と り つ

多摩
た ま

総合
そうごう

精神
せいしん

保
ほ

健
けん

福祉
ふ く し

センター） 

千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、

葛飾区、江戸川区、島しょ地域        電話 ０３－３８４４－２２１２ 

だ さ い 。 ）  

              
電話 ０４２－３７１－５５６０ 

き 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

考
かんが

えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            インターネット  なやみゼロに  
こたエール ・電話相談  0120-1-78302 ・メール相談 24 時間受付 

        ・LINE 相談 ｱｶｳﾝﾄ名「相談ほっと LINE@東京」 

電話＆LINE：月～土 15:00～21:00（祝日・年末年始を除く） 

   

 

ネット・ケータイのトラブル相談
そうだん

 

http://ijime.metro.tokyo.jp/ 
※「こころ空模様チェック」アプリを使って、東京都いじめ相談ホットラインに電話が 
できます。また、こたエールのネット相談受付フォームにつながります。 

 

いじめの防止
ぼ う し

と SNS の適切
てきせつ

な利用
り よ う

に役立つウェブサイト・アプリ 

  

  

 

 

 

東京都
とうきょうと

いじめ相談
そうだん

ホットライン（東京都
とうきょうと

教育
きょういく

相談
そうだん

センター） 
２４時間対応（フリーダイヤル） 電話 ０１２０－５３－８２８８ 

いじめ、不登校
ふとうこう

、友人
ゆうじん

関係
かんけい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、自傷
じしょう

行為
こ う い

等
とう

に関する
かん    

相談
そうだん

 

http://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/ 

【メール相談受付】 
東京都教育相談センターホームページの 

メール相談をクリック 

https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/ 

 
  
東京都 教育相談 検索 

 

 

 

 

 

 

 

相談
そうだん

ほっとＬＩＮＥ＠東京
とうきょう

 （東京都
とうきょうと

教育
きょういく

委員会
いいんかい

） 

都内
と な い

の中学生
ちゅうがくせい

・高校生
こうこうせい

向
む

けＳＮＳ相談
そうだん

 対  象 都内国公私立 中・高生のみなさん 
開設期間 令和２年度 毎日  

 相談時間 午後５時から午後 10 時（受付は午後９時 30 分まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東久留米市中央相談室 火～土 10：00～17：00 電話 042-473-3667 

東久留米市滝山相談室 月～金 10：00～17：00 電話 042-475-8909 

（例）子供
こ ど も

の性格
せいかく

や行動
こうどう

、不登校
ふとうこう

、学校
がっこう

生活
せいかつ

、子
こ

育
そだ

て等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

 

検索 こたエール 

考えよう いじめ ＳＮＳ 検索 



令和２年４月７日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」が発令された際の 

学校の対応等について 

 

 日頃より、本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」が発令された場合、本市では、

次のように対応いたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の実施について 

  ５月６日まで臨時休業とします。 

 

２ 登校日について 

 ４月８日から５月６日までは、登校日を設定しません。ただし、教科書配布や学習課題

の説明等、未実施の学級に限り各学校の指定する日に実施します。 

 

３ 校庭開放について 

４月８日から５月６日までは、校庭開放を行いません。 

 

４ お子様の家庭学習等に関するお願いについて 

  長期にわたる臨時休業となることが想定されるため、お子様の健全な育成が図れるよう

次の点にご協力をお願いします。 

 （１）学校は、自宅学習の進め方に関するガイダンスを行っております。また、学習課題に

ついて、学校ホームページ又は学校一斉メールを活用してお知らせします。ご家庭に

おいては、お子様が臨時休業中に確実に自宅学習を行い、学力の定着を図ることがで

きるよう、学習内容についてお子様と一緒にご確認ください。 

 （２）その日に学習した内容を記録するための「学習チェック表」が配布されています。毎

日的確に記録できているかご確認ください。 

 （３）睡眠時間、検温結果等、健康状態を記録する「生活チェック表」が配布されていま

す。健康で規則正しい生活を送るようお話しいただくとともに、的確に記録できてい

るかご確認ください。 

（４）お子様の学習状況や健康状態等を確認させていただくために、学校から週一回、電

話をいたします。ご対応いただくようお願いします。 

 

５ その他 

（１）やむを得ない場合に限り、学校にご連絡をいただければ、次の対象となるお子様を



午前８時３０分から午前１１時３０分までお預かりします。 

ア 小学校１年生から３年生までの児童 

イ 福祉サービス等の対象となっている小・中学生 

ウ 家庭においてＩＣＴを活用した学習を行うことができない小・中学生 

     ※ 各校に配備されているタブレット端末を学校が指定する教室で使用すること

ができます。 

 （２）万一ご家庭内で新型コロナウイルスに感染された方が出た場合は、学校にお知らせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

  

市役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 

〔教育活動に関すること〕 指導室指導主事 （内線 ３１３１） 

〔保健衛生に関すること〕 学務課保健給食係 （内線 ３１２４） 



令和２年４月３日 

 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

 

東久留米市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染症対策における学校休業日の扱いについて 

 

 日頃より、本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、東京都教育委員会教育長

から新学期以降の休業措置についての協力依頼がありました。本市では、全小中学校で４月

６日（月）から５月６日（水）まで臨時休業といたします。 

 

記 

 

１ 健康管理に関すること 

  次の点に留意するようお子様にお伝えください。 

（１）手洗い・うがいや咳エチケット（マスク着用等）等の基本的な感染症対策を行う。 

 （２）風邪症状がある場合には外出を控え、やむを得ず外出する場合にはマスクを着用す

る。 

 （３）集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、

「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」であるため、換気が悪く、人が密に

集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。 

 

２ 始業式について 

  令和２年度は４月６日（月）に実施します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

の観点から、欠席をしても欠席扱いとはしません。 

 

３ 入学式について 

  令和２年度は、小学校は４月６日（月）、中学校は４月７日（火）に実施します。新型コ

ロナウイルス感染の拡大防止の観点から、会場に入るのは、教職員、新入生、保護者とし

ます。ただし、保護者の参加数は、会場の広さに応じて参加人数の制限があります。なお、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、欠席をしても欠席扱いとはしませ

ん。 

 

４ 年度当初のお願いについて 

  臨時休業中の学校からの連絡は、学校一斉メール及び学校ホームページにて行います。

学校一斉メールへの登録を行うことや学校ホームページを閲覧することについてご協力を

お願いします。学校一斉メールへの登録方法は、各学校からお知らせします。 

 

５ 登校日について 

  各学校は、学校の実態に応じて登校日を設けます。 

（１）学校が指定する午前中の時間での登校となります。給食の提供はありません。 

（２）検温及び持ち物等については、学校からのお知らせに従うようお願いします。 

 

６ 校庭開放について 

各学校は、週に一回程度、校庭開放を実施します。詳細については、各学校からのお知ら

せをご覧ください。 



 

７ 家庭学習について 

  各学校から、家庭学習用の課題等が出されます。学校は、内容について十分に配慮し、

説明を行ったうえで課題を出しますが、新出事項が含まれることもあります。新出事項の

学習はお子様にとって負担となることも考えられますので、学習の様子を見ていただける

とお子様にとって励みになるかと思います。ご協力をお願いいたします。また、ＩＣＴ機

器を利用して、文部科学省のウェブページにある「臨時休業期間における学習支援コンテ

ンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」や東京都教育委員会の学びの支援サイトの

ウェブページにある「東京ベーシック・ドリル」を活用することも有効な学習手段となり

ますので、お子様がアクセスできるよう併せてご協力をお願いします。両ウェブページへ

のアクセスは、次のＱＲコードをご利用ください。 

 

 

 

 

＜文部科学省学びの応援支援サイト＞        ＜東京都学びの支援サイト＞ 

 

８ その他 

 （１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教職員にはマスクを着用することを推

奨しております。 

 （２）やむを得ない場合に限り、学校にご連絡をいただければ、次の対象となるお子様を

午前８時３０分から午前１１時３０分までお預かりします。 

ア 小学校１年生から３年生までの児童 

イ 福祉サービス等の対象となっている小・中学生 

ウ 家庭においてＩＣＴを活用した学習を行うことができない小・中学生 

     ※ 各校に配備されているタブレット端末を学校が指定する教室で使用すること

ができます。 

 （３）万一ご家庭内で新型コロナウイルスに感染された方が出た場合は、学校にお知らせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

  

市役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 

〔教育活動に関すること〕 指導室指導主事 （内線 ３１３１） 

〔保健衛生に関すること〕 学務課保健給食係 （内線 ３１２４） 



令和２年３月２４日 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

東久留米市教育委員会 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための臨時休業に係る今後の対応について 

 

 

 日頃より本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、文部科学省事務次官並び

に東京都教育委員会教育長より全国小・中学校の臨時休業の要請があり、現在本市では小

中学校全校で臨時休業の措置を取っております。 

本市では、３月２６日から春季休業期間とし、４月６日より令和２年度第１学期の教育

活動を開始します。 

つきまして、下記のとおりの対応をさせていただきます。ご理解、ご協力いただきます

ようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 健康管理に関すること 

春季休業期間中も、当面の間、引き続き以下の点に留意するようお願いします。 

・咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底すること。 

・風邪症状がある場合には外出を控え、やむを得ず外出する場合には、マスクを着用 

すること。 

・集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、 

「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」であるため、換気が悪く、人が密 

に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けること。 

 

２ 令和２年度第１学期の教育活動について 

  学校では、以下の点に留意して、教育活動を実施します。ご不明な点や、ご心配な点

については、各学校にお問い合わせください。 

  ・教育活動中は、できるだけ換気を行い、咳エチケット、手洗い等の指導を適宜行い

ます。 

  ・前年度の学習内容の引継ぎを十分に行い、未習事項については、関連する単元等の

中で補充します。 

 

３ 始業式の取り扱いについて 

 令和２年度は４月６日（月）に実施します。 



児童・生徒が密集しないよう、児童・生徒の間隔を十分にとる等の工夫を行います。 

ご家庭でも引き続き、新型コロナウイルス感染の拡大防止の観点から、せきエチケット

（マスク着用など）の励行をお願いします。 

 

４ 入学式の取り扱いについて 

実施します。ウイルスの感染拡大防止のため、在校生及び来賓は参加せず、会場に入る

のは、教職員、新入生、保護者とします。式典会場は、換気のため窓やドアを開けたまま

とします。また、参加者の席の間隔を十分とること、できるだけ短時間の式とする等に十

分留意の上、実施します。 

 

５ 春季休業中の部活動について 

 部活動は引き続き自粛とします。ただし、生徒の心身の健康保持と運動部活動再開直後

のケガの防止並びに運動する機会の確保の観点から、人との接触を伴わないストレッチや

軽いジョギングなどの実施を一部可能とします。また、文化部についても、相互の接触を

伴わないことや、一度に大人数が集まって人が密集することがないよう配慮し、感染拡大

防止の取組を十分に行った上で、一部実施することがあります。詳細については、各中学

校にお問い合わせください。 

 

６ その他 

  ・感染拡大防止のため、入学式を含め、職員にはマスクの着用を推奨しております。 

  ・国や都の方針に基づき、上記の内容について変更が行われる場合があります。変更

の際には、学校ホームページや一斉メール等でお知らせします。 

 

 

 

 

 

         【 担 当 】 

市役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 

〔保健衛生に関すること〕学務課保健給食係（内線 ３１２４） 

〔教育活動に関すること〕指導室指導主事（内線 ３１３１） 



 

 
 

新型コロナウイルスへの感染に気を付ける。普段の生活のリズムを崩すことなく、主体的・計画的に自宅学習に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春季休業中の過ごし方 

 日常生活で気を付けること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 心配なことは相談しよう 

 

 

 

 

 

 

 自分や家族が新型コロナウイルス感染症に罹患
り か ん

した場合は、学校に連絡してください。 

 

■感染しないよう留意 

〇十分な睡眠と適度な運動、バランスのとれた食事を心掛け、

深夜に及ぶスマートフォン等の使用は避けましょう。 

〇感染した人の手で触ったドアノブなどに触 

れるとウイルスが移る可能性があります。 

〇大勢の人が一堂に会した食事・会話の際の 

飛沫による感染の可能性があります。 

 

新型コロナウイルスから身を守る 
 

令和２年３月２４日 

東久留米市教育委員会 

帰国者・接触者電話相談センター 

■不要不急の外出を控える（ウイルスに触れない） 

〇不特定多数の人が集まる場所をできるだけ避けまし

ょう。 

 

 

※大人数が密集する運動は避け、健康保持等の観点から、ジョギ

ング、散歩、縄跳びなどの日常的な運動は、本人及び家庭の判

断において行うことは可能です。 

不特定の人が多く集まる場所 

テーマパーク、イベント会場、飲食店 等 

みんなが取り組むこと 

手洗い、アルコール消毒、咳エチケット、毎朝検温 等 

■一般的な相談 

〇新型コロナウイルス感染症の

予防に関すること、心配な症状

が出たときの対応などの相談 

東京都の一般相談窓口  

℡：０５７０－５５０５７１ 

（9時～21時） 

■心配な症状が出たら相談！ 

〇次の症状があり、新型コロナウイルス感染症を疑われる人は、 

「帰国者・接触者電話相談センター」に相談しましょう。 

◎風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。 

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。） 

◎強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

 

 

表面 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 心配ごとや悩みは身近な大人に相談しよう 

充実した生活の中でも、今後の生活やクラス・部活動での友人関係のト
ラブルなど、悩みや心配は誰もがもつものです。 
「心が疲れた」と感じたときには、信頼できる大人に相談するなど、助

けを求めてください。 

大人への相談が難しいと感じたときは、ＬＩＮＥ相談「相談ほっと 
ＬＩＮＥ＠東京」に相談しましょう。 
相談は、24時間受け付けています。 

○ 東京都教育相談センター 0120-53-8288(24時間受付)  

○ ヤング・テレホン・コーナー 03-3580-4970 

○ 「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」ＱＲコード 

悩みは相談しよう 

■ いまできることを着実に 

新型コロナウイルス感染防止のための春季休業中は、一年間の復習と次

年度に向けて、自宅での学習に取り組みましょう。読書や探究活動など、

以前から興味があったことに挑戦して、自分の見方や考え方を広げたり、

好きなことを集中的に取り組んだりする良い機会です。様々なことに取り

組み、一つの事実を様々な角度から捉える力を養おう。 

 

 

 

 

充実した生活を送ろう 
 

■ 飲酒や薬物乱用、振り込め詐欺などから身を守る 

次の場面では、十分な注意が必要です。 

○ 先輩や友人と食事（×飲酒・×喫煙） 

○ 痩せる薬、元気になる薬、集中力を高める薬の誘い（×薬物） 

○ 手軽で高額なアルバイトの誘い（×出し子・×受け子・×詐欺） 

甘い言葉や得する話に注意し、断る勇気をもとう！ 

困ったら保護者や学校、警察に相談しよう。 

自分の身を守ろう 
 

■ 不確かな情報に惑わされない 

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者や中国の方に対する誹

謗中傷や心無い書き込み等がＳＮＳ等で広がっています。 

新型コロナウイルス感染症に関して、不当な差別や 

偏見、いじめ、ＳＮＳでの誹謗中傷等があってはなり 

ません。 

人権の侵害につながることのないよう、正しい情報 

に基づいた冷静な行動をしよう。 

■ ＳＮＳの利用は適切に 

ＳＮＳは便利。しかし、軽い気持ちや何気ない言葉などの書き込みは、

人を傷付けてしまいます。また、結果的に「いじめ」の加害者となること

も。ＳＮＳ上にアップされた写真や動画等は、消去は難しく、拡散し、取

り返しのつかないトラブルになります。ＳＮＳの危険性を正しく理解し、

適切に利用しましょう。 

人権感覚を養おう 
 

裏面 

■ 自転車運転のルールを守ろう（不要な外出はしない。） 

高校生の自転車走行中の事故が多く発生しています。交通ルールやマナ
ーを守り、交通事故の被害者にも加害者にもならないように運転には十分
注意しましょう。 
〇 ヘルメットを着用し、無理な運転をしない。 

〇 二人乗りやスマホ・ヘッドホンの使用は禁止です。 
〇 自転車は車道の左側通行、並進禁止が原則です。 

■ バイク等の運転に気を付けよう（不要な外出はしない。） 

バイク等の運転中に生命に関わる事故が発生しています。 
法 法の遵守とともに、常に心にゆとりをもって乗車するなど、 

歩行者や他のドライバーの立場を考えて運転しましょう。 

 

自分の命を自分で守ろう 



令和２年３月４日 

東久留米市立小・中学校保護者 様 

東久留米市教育委員会 

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業中の扱いについて 

 

 

 日頃より本市の教育行政へのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、文部科学省事務次官並

びに東京都教育委員会教育長より全国小・中学校の臨時休業の要請があり、現在本市では

小中学校全校で臨時休業の措置を取っております。 

今後の学校の行事予定につきまして、下記のとおりの対応をさせていただきます。ご理

解いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登校日の実施について 

 臨時休業期間中に登校日を設定し、児童・生徒の健康観察や配布物の受け渡し等、短期

間で行います。 

 登校日の日程については、学校ごとに設定します。実施日については各学校よりお知

らせします。なお、登校日に欠席する場合でも欠席扱いとはしません。 

 

２ 卒業式について 

卒業式は実施します。ウイルスの感染拡大防止のため、在校生及び来賓は参加せず、会

場に入るのは、教職員、卒業生、保護者（保護者の参加人数は、式場の広さに応じて参加

人数の制限があります）とします。式典会場は、換気のため窓やドアを開けたまま実施と

します。なお、登校日同様欠席をしても欠席扱いとはしません。 

 

３ 修了式について 

 修了式は、全校が一斉に集まらない形で実施します。登校日同様欠席をしても欠席扱

いとはしません。 

 

４ ３月の学習内容について 

臨時休業によって取り組むことができなかった学習内容については、新学年で対応い

たします。（小学校６年生は、中学校に引継ぎをします。中学校３年生は学校から説明さ

させていただきます。） 

 

 

 



 ５ その他 

  ・感染拡大防止のため、卒業式を含め、職員にはマスクの着用を推奨しております。 

  ・入学式・始業式及び春季休業中の部活動等については、３月１９日を目途にお知ら

せいたします。 

  ・現在、やむを得ない場合に限り、小学校３年生までのお子様について午前８時３０

分から午前１１時３０分までお預かりしております。福祉サービス等の対象となっ

ているお子様については、学年に限らずに同様に対応しますので、学校に相談くだ

さい。 

   

 

 

         【 担 当 】 

市役所代表 ０４２－４７０－７７７７ 

〔保健衛生に関すること〕学務課保健給食係（内線 ３１２４） 

〔教育活動に関すること〕指導室指導主事（内線 ３１３１） 


